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　 　　　　　　　　財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

　　平成23年度より 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正　内閣府

　　公益認定等委員会）を採用している。

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

　　満期保有目的有価証券 ……… 償却原価法（定額法）によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　棚卸資産 ･･････ 最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

　　有形固定資産（建物付属設備・什器備品）･･････ 定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

　　賞与引当金 ･･････ 職員に対する賞与に備えるため，支給見込額基準で計上している。

　　退職給付引当金 ･･････ 職員の退職給付に備えるため，当期末における要支給額に基づいた

　　　　　　　　　 　　　金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引に

　　ついては，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

　　消費税等の会計処理は，税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。

（単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

25,938,657 2,108,790 0 28,047,447
600,000 1,000,000 600,000 1,000,000

38,946 2,800,000 2,831,055 7,891 ※

496,751 0 0 496,751

10,104,611 0 0 10,104,611
3,000,000 0 0 3,000,000

14,074,376 0 0 14,074,376
9,187,882 0 0 9,187,882
2,100,000 300,000 0 2,400,000

100,000,000 0 0 100,000,000
165,541,223 6,208,790 3,431,055 168,318,958

※ 従来、移動大学寄付金については直接一般正味財産増減の部に記載していたが、事業の変更に伴い

　 寄付金の残額が生じたため、2020年度より記載方法を変更した。

　 移動大学引当資産

科　　　目

　     国際交流事業積立資産

　     新規事業積立資産

　     事務所設備積立資産

 特定資産

　 退職給付引当資産

　 奨励賞引当資産

　 図書充当資産

　 積立資産

　     記念事業積立資産

　 教育講座資産

　 創立70周年記念大会準備資金
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３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりである。

（単位：円）

 (うち指定正味財  (うち一般正味財  (うち負債に対応

 産からの充当額)  産からの充当額)  する額)

28,047,447 ― ― (28,047,447)
1,000,000 (1,000,000) ― ―

7,891 (7,891) ― ―
496,751 ― ― (496,751)

10,104,611 ― (10,104,611) ―
3,000,000 ― (3,000,000) ―

14,074,376 ― (14,074,376) ―
9,187,882 ― (9,187,882) ―
2,400,000 ― (2,400,000) ―

100,000,000 ― (100,000,000) ―
168,318,958 (1,007,891) (138,766,869) (28,544,198)

４．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

4,061,738 3,889,658 172,080
2,634,846 2,634,843 3
5,954,163 5,954,161 2

12,650,747 12,478,662 172,085

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益は，次のとおりである。

（単位：円）

帳簿価額 時　　価 評価損益

29,992,980 26,898,000 △ 3,094,980
50,198,800 45,105,000 △ 5,093,800
19,527,500 18,396,000 △ 1,131,500
99,719,280 90,399,000 △ 9,320,280

【1】額面金額30,000,000円，取得原価 29,988,300円，債券利率 0.4％，償還日 2032年9月29日
【2】額面金額50,000,000円，取得原価 50,284,000円*，債券利率 0.861％，償還日 2033年12月23日
【3】額面金額20,000,000円，取得原価 19,385,600円，債券利率 0.224％，償還日 2031年3月25日
　　  *帳簿価額と額面金額の差（オーバーパー購入部分の償却原価）は，その他固定資産に計上している。

      合　　　　　計

      合　　　　　計

科　　　目

 特定資産

        福岡市公募公債（10年）2020年度第10回 【3】

　 教育講座資産

        大阪府公募公債 第481回 【1】
        広島市公募公債 令和5年度第5回 【2】

　 図書充当資産

 什器備品

 ソフトウエア

　 積立資産

　     記念事業積立資産

　     国際交流事業積立資産

　     新規事業積立資産

　     事務所設備積立資産

　 教育講座資産

      　合　　　　　計

科　　　目

 建物附属設備

　 創立70周年記念大会準備資金

　 移動大学引当資産

 特定資産

　 退職給付引当資産

　 奨励賞引当資産

当期末残高科　　　目
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６．財務三基準への適合状況（内閣府が定める公益認定基準）

(1) 収支相償

　（認定法十四条：公益目的事業の収入が、その実施に要する適正な費用を償う額を超えないこと）

　・第一段階（公益目的事業の収支相償）

公益目的事業会計の収入 (A1) 121,291,554
特定費用準備資金取崩額 (A2) 0
公益目的事業会計の費用 (A3) 146,714,966
特定費用準備資金積立額 (A4) 300,000

　　　　(A1+A2)－(A3+A4) △ 25,723,412 　（適合）

　・第二段階（公益目的事業会計全体の収支相償判定・収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合）

　　繰入限度額の計算

公益目的事業会計の収入 (A1) 121,291,554
特定費用準備資金取崩額 (A2) 0
公益目的事業会計の費用 (A3) 146,714,966
特定費用準備資金積立額 (A4) 300,000
公益目的保有財産に係る減価償却費（減算） (A5) 216,856
公益目的保有財産に係る取得支出 (A6) 0

　　　　　　(A1+A2)－(A3+A4－A5+A6) △ 25,506,556

収益事業等会計の利益の50％ 11,206,083 　（適合）

(2) 公益目的事業比率

　（認定法十五条：公益目的事業に要する事業費の額が法人全体の事業費及び管理費の合計額に

　占める割合の 50％以上であること）

公益目的事業費相当額(A3+A4-A2) 147,014,966
収益事業等会計の費用 25,986,589
法人会計の費用 19,231,639
　　合計 (B) 192,233,194
　　　　　　　公益目的事業比率(A3+A4-A2)/(B) 76.48% 　（適合）

(3) 遊休財産保有制限

　（認定法十六条：遊休財産額は、1年分の公益目的事業費相当額を超えないこと）

　　公益法人認定法施行規則第22条第7項の方法より

公益目的事業費相当額(A3+A4-A2) 147,014,966
遊休財産額 135,227,334 　（適合）


